
5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

4月
平成28年

平成29年

●「西陣支店」を新築
●「相続センター」の設置、「相続ナビ」の試行稼働を開始
●「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣の認定
　最上位である「3段階目」の認定を関西第１号で取得

●店舗外ATM「中村屋梅美台店出張所」を設置
●全営業店に卓上型聴こえ支援機器「COMUOON（コミューン）」を設置
●「京銀リバースモーゲージ型住宅関連ローン」の取扱い開始
●「Yahoo!ウォレット」の新決済機能に対応

●「牧野支店」を新築移転
●店舗外ATM「JR宝塚駅出張所」を設置
●地方創生の専担部署である「公務・地域連携部」を設置
●城陽市と「地方創生に関する包括連携協定」を締結

●「刈谷支店」を開設
●店外ＡＴＭ「阪急西山天王山駅前出張所」を設置
●「スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社」へ出資、業務提携
●金融機関で初めて「多言語音声翻訳アプリ」と「聴覚障がい者との会話支援アプリ」搭載のiPadを窓口に設置
●京都府公立大学法人・京都府立医科大学・京都府立大学と「地域に最も近い『学』×『金』の地方創生に向けた協定」を締結

●店外ＡＴＭ「宇治おうばく病院出張所」を設置

●宇治市と「地方創生に関する包括連携協定」を締結
●滋賀大学と「地方創生に関する包括的連携協定」を締結
●メキシコ合衆国 「グアナファト州」「ヌエボ・レオン州」、メキシコ大手金融機関「Banamex」と提携

●近江八幡市と「高齢者安心見守り活動に関する協定」を締結
●京田辺市と「地方創生に関する包括連携協定」を締結
●交野市と「交野市と株式会社 京都銀行との包括連携に関する協定」を締結

●「北野田支店」「鳳支店」を開設
●亀岡市と「要支援者発見・通報事業実施に関する協定」を締結
●久御山町と「地方創生に関する包括連携協定」を締結

●店外ＡＴＭ「四条烏丸出張所」を設置
●舞鶴市と「株式会社 京都銀行と舞鶴市との地方創生に関する包括連携協定」を締結
●京都女子大学と「連携・協力に関する協定」を締結

●店外ＡＴＭ「烏丸今出川出張所」を設置

●「生産性革新本部」を設置
●西七条支店が京都市「京（みやこ）環境配慮建築物」顕彰制度で「特別賞」を受賞

●「京銀アプリ」の取扱い開始
●コミュニケーションアプリ「ＬＩＮＥ」による情報配信開始
●与謝野町と「与謝野ブランド戦略パートナーシップ協定」を締結

●第６次中期経営計画「Ｔｉｍｅｌｙ ＆ Ｓｐｅｅｄｙ」スタート
●「守山支店」を栗東支店内に開設
●店外ＡＴＭ「マツモト宇治西店出張所」を設置

●「京銀証券株式会社」営業開始

●本部組織の改正（本部組織を20部室から14部室に再編）
●移動店舗車京銀「ながーい、おつきあい。」号運行開始
●精華町と「精華町の魅力発信パートナーシップ協定」を締結

当行の主な取組み

トピックス

牧野支店

西陣支店

刈谷支店

鳳支店北野田支店

京銀「ながーい、おつきあい。」号

金融商品の勧誘に関する方針
　当行は、お客さまへの金融商品の勧誘にあたっては、法令・諸規則に則り、次の方針を遵守し、適切な勧誘を行います。
1.適切な金融商品の勧誘
2.重 要 事 項 の 説 明
3.誠 実・公 正 な 勧 誘
4.勧誘の場所・時間帯
5.関 係 法 令 の 遵 守 等

お客さまの知識・経験・財産の状況・商品の購入（運用）目的、その他お伺いすることのできました事項などを踏まえ、適切な商品をお勧めいたします。
お客さまご自身の判断でお取引いただくため、商品内容やリスク内容など重要な事項を十分ご理解していただけるよう、説明に努めます。
誠実・公正な勧誘に努め、断定的な判断による説明、事実に反する説明など、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
お客さまにとって不都合な時間帯やご迷惑な場所などでの勧誘は行いません。
お客さまに適切な勧誘が行えるよう、関係法令を遵守するとともに、商品知識の習得に努めます。

保険募集指針
　当行では、適切な保険募集を行うための指針として、「保険募集指針」を次の通り定めましたので、ご案内させていただきます。
1.　 当行における取扱保険商品について
　(1) 当行では、お客さまにより良い商品をご提案するために、引受保険会社の業務又は財務の健全性や商品の内容等を十分に踏まえた上で、取扱う保険商品を選定するよう心

掛けております。
　(2) 当行は複数の保険商品を取扱っておりますので、当行取扱商品の中から、お客さまに適切に商品をお選びいただけるよう、保険取扱商品一覧や商品内容等の情報提供を

行って参ります。
2.　 保険契約の引受について
　(1) 当行は保険会社の募集代理店であり、生命保険については保険契約締結の媒介を、損害保険については保険契約締結の代理を行います。当行が保険契約締結の媒介

を行う場合には、当行は保険契約締結の可否を判断できず、お客さまからのお申込みに対して、保険会社が承諾した場合に保険契約は成立いたします。
　(2) お客さまがご契約される保険契約は、お客さまと保険会社との間に成立いたします。従いまして、保険金や給付金等のお支払いをするのは、引受保険会社となります。
　(3) 保険募集に際し、商品パンフレット等において、引受保険会社をお客さまに明示するとともに、これらの保険契約の引受に関するご説明を行います。
3.　 保険契約のリスクについて
　(1) 保険商品は預金ではありませんので、預金保険の対象ではございません。
　(2) お払込みいただいた保険料は、預金とは異なり、一部は保険金のお支払いや保険事業の運営経費に充てられますので、解約払戻金は、一般的には、お払込保険料の

合計額よりも少ない金額となります。また、ご契約の内容によっては、お支払いする保険金がお払込保険料の合計額を下回ることがあります。
　(3) 引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
　(４) 保険募集に際し、これらの保険契約のリスクに関するご説明を行うとともに、「契約概要」、「注意喚起情報」、「約款・ご契約のしおり」等に記載されている重要な事項

を十分にご確認いただけるよう、努めて参ります。
4.　 保険募集に関する当行の責任について　
　(1) 当行は保険募集代理店であり、保険業法等の法令を遵守する義務を負っております。法令に違反して保険商品を取扱い、お客さまが損害を被った場合には、当行が

募集代理店として、販売責任を負うこととなります。
5.　 ご契約後の当行の対応について
　(1) ご契約後に当行が行う業務内容は以下の通りです。
　  ①保険契約の内容に関するご照会への対応  ②保険金等のお支払いなどを含む各種お手続き方法に関する照会への対応  ③保険契約に関するお客さまからのご相談・苦情への対応など
　(２) 当行は、お客さまからの保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、ご相談・苦情等につきまして、当行担当者または下記ご相談窓口にて承り、迅速かつ適切に対

応いたします（ご照会、ご相談・苦情等の内容によっては、当該保険契約の引受保険会社等に連絡のうえ、対応させていただく場合があります）。
　(３) 当行では、保険募集時ならびにご契約締結後におけるお客さまとの面談

記録等を、ご契約期間中に亘って適切に管理し、お客さまのご要望にお
応えできるよう努めて参ります。

各種方針等

お問い合わせ先 お客さまのお取引店　または事務統轄部 金融商品管理室　075-361-2288
【受付時間：平日 9：00～17：00（銀行営業日）】

お客さまのお取引店　またはお客様サービス室　075-361-2211（代）
【受付時間：平日 9：00～17：00（銀行営業日）】苦情受付窓口

お客さま本位の業務運営に関する基本方針
　京都銀行グループ（※）は、創立以来、一貫して「地域社会の繁栄に奉仕する」ことを経営理念として掲げ、地域社会の皆さまに質の高い金融サービスを提供し、信頼を
深めていただけるよう努めております。
　お客さま本位の業務運営については、従来より実践に努めておりますが、資産形成・運用分野において、その実践をさらに徹底することにより、より一層お客さまに信頼
され、信認を得られる銀行グループとなることを目指してまいります。
　その結果として、地域の発展に永続的に貢献し、地域とともに成長を続けていくため、以下のとおり「お客さま本位の業務運営に関する基本方針」を制定し、企業文化と
しての定着をはかってまいります。
１.　 お客さまにとって最良の金融サービスの提供
　(1) 京都銀行グループは、創意と工夫を活かし、お客さまのご意向や金融知識・取引経験、ライフプラン等に基づき、適切な商品・サービスを提供いたします。
　(2) お客さまの多様なニーズに応えるべく、金融運用商品の提供・アドバイスについて、株式会社京都銀行と京銀証券株式会社が連携し、グループ会社機能を最大限に

活用することで、ワンストップでのコンサルティング機能を強化します。
２．　お客さまにとって分かりやすい情報の提供
　(1) お客さまのご意向、金融知識・取引経験、資産状況や取引目的等を十分に把握したうえで、ご提供する金融サービスに応じた適切かつ分かりやすい情報提供を行い

ます。また、ご提供する金融サービスの選定理由について十分なご説明を行います。
　(2) 金融知識・取引経験の浅いお客さまやご高齢のお客さまへは、より丁寧なご説明を行います。特に、ご高齢のお客さまに対しては、ご家族等も含めてご理解いただける

ようご説明を行います。
　(3) お客さまにご負担いただく手数料等について、より分かりやすい説明資料の充実、従業員の説明スキルの向上をはかります。
　(4) 市場環境の変化や、ご提供した商品の運用状況のご説明など、適切なアフターフォローを行います。
　(5) 業務の生産性を向上させ、お客さまとお話しさせていただく時間を１分でも多く作っていき、より充実したご説明を行います。
３．　利益相反の適切な管理
　(1) お客さまの利益を不当に害することのないよう、お客さまとの取引に伴う利益相反の管理を徹底します。
　(2) お客さまの利益を不当に害することなく、商品を提供するために当行グループ会社だけでなく、他社が取り扱う幅広い商品の中から取扱商品を選定するなど、商品

ラインアップの品質維持・向上をはかります。
４．　コンサルティング機能の強化、お客さま本位の業務運営に向けた体制整備
　(1) お客さま本位の業務運営を実践するため、高度かつお客さまにとってふさわしい金融サービスの提供ができる人材を育成するべく、行内研修の充実や資格取得の推

進等を行います。
　(2) お客さまの資産形成をサポートすることを目的とした業績評価体系を構築するとともに、行員・社員等の評価への適切な反映を行います。
（※）本方針の対象となるグループ会社：株式会社京都銀行、京銀証券株式会社
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預金保険制度について

（注1）
「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすもので決済用預金
といいます。
（注2）
当分の間、金融機関が合併を行ったり、営業（事業）の全てを譲り受けた場合には、その後1年
間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関
の数」による金額となります。（例えば、2行合併の場合は2,000万円）。
（注3）
定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配のうち一定の要件を満たすもの等も
利息と同様保護されます。

　預金保険制度とは、「預金保険機構」によって運営されており、この制度に加入している金融機関が経営破綻の状態に陥り、預金の払い戻しができなくなった等の場合
に、預金保険機構がその金融機関に代わって「1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等」を限度として支払ったり（いわゆるペイオフ）、破綻
金融機関に係る合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護するための制度です。
　「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用預金」に該当する預金は全額保護され、「決済用預金」に該当しない預金は
定額保護（1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護）となります。
　具体的には、当座預金と利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護の対象となり、利息のつく普通預金は定額保護となります。
　なお、ペイオフは金融機関が破綻した場合の預金者保護措置の一つであり、健全経営を行っている限り適用されるものではありません。当行は、引き続き経営の健全
性を堅持し、お客さまの信頼にお応えしてまいります。

◆預金保護の概要

別 段 預 金
当 座 預 金
普 通 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
貯 蓄 預 金
通知預金等
外 貨 預 金
譲渡性預金

預金保険の対象預金等

利息がつかない等の3要件を満たす預金（注1）は全額保護

保護の範囲

合算して元本1,000万円（注2）までとその利息等（注3）を保護
（1,000万円を超える部分は破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます）

保護対象外
（破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます）対 象 外 預 金 等

プライバシーポリシー
1.基本方針
　当行は、個人情報（お客さま個人を識別することができる情報）および個人番号
（いわゆるマイナンバー）を適切に保護することが重要であると認識し、次の方針
を遵守いたします。
（1）関係法令等の遵守

個人情報および個人番号の保護に関する関係法令およびその他の規範を遵
守して、お客さまの個人情報を取扱います。

（2）収集・利用・提供
①お客さまの個人情報および個人番号は、お客さまとのお取引やサービスを
提供するために、適正かつ適法な方法により収集します。例えば、以下のよう
な情報源から個人情報を収集することがあります。
（収集する情報源の例）
•預金口座のご新規申込書など、お客さまにご記入・ご提出いただく書類等に
より直接提供される場合（お客さまからの申込書等の書面の提出、お客さま
からのWeb等の画面へのデータ入力）
②お客さまの個人情報は、あらかじめお客さまの同意を得た場合、および法
令に定める場合を除き、利用目的の範囲内で利用します。また、お客さまにと
って利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケ
ート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど収集
の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。なお、個人番号については、
法令で認められた事務のためにのみ、利用目的の範囲内で利用します。
③お客さまの個人情報は、法令に定める場合を除き、あらかじめお客さまの同
意を得ることなく、第三者に提供しません。なお、個人番号をその内容に含む個
人情報については、お客さまの同意を得た場合であっても、法令に定める場合
を除き、第三者に提供しません。

（3）個人情報の適正管理
お客さまの個人情報および個人番号は、紛失・改ざん・漏えい・不正アクセス等
が生じないように安全対策を講じて適正に管理します。

（4）苦情処理体制の整備
お客さまからの個人情報および個人番号の取扱いに関する苦情に対し適切
かつ迅速に取組み、そのために必要な体制の整備に努めます。

（5）個人情報保護の取組みの維持・改善
お客さまの個人情報および個人番号の取扱いが適正に行われるように役職
員への教育を徹底し、適正な取扱いが行われるように点検するとともに、個人
情報保護の取組みを継続的に見直し改善に努めます。

（6）ダイレクトメール等の中止
ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで
個人情報を利用することについて、お客さまより中止のお申出があった場合
は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。

（7）個人データの委託
当行では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱いの委託を行なって
おります。
（委託する業務の例）
•取引明細通知書（ステートメント）発送に関わる業務 •外国為替等の対外取引
関係業務
•ダイレクトメールの発送に関わる業務 •情報システムの運用・保守に関わる
業務
•個人番号を記載する法定書類作成業務

※上記は、「プライバシーポリシー」本文を抜粋して掲載しております。「プライバシーポリシー」本文は、当行ホームページをご覧ください。
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